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地方自治法第 98条による検査権を行使して、文書偽造問題を調査！ 

市民からの行政情報開示請求をきっかけに、南部都市・公園管理事務所が平成 23 年度に実施した公園

施設修繕 2 件について、年度を超えた業務の執行、さらには行政情報開示に際し、文書を偽造し開示する

など、不適正な事務処理が行われた事実が明らかになった。 

このことを受け、議会は 9 月 12 日の本会議において、地方自治法第９8 条第 1項による検査権限を、

私が委員長を務める まちづくり委員会に付託することを決定した。 

早速、まちづくり委員会は 9 月 12 日に委員会を開催し、事務検査を実施するにあたり、平成 23 年に実

施した施設修繕における契約・完了検査・支払業務などに係わる 9 項目の資料提出を求めた。 

９月 21 日の委員会では、3 月発注分の 69 件を対象に、9 月 25 日の委員会では、3 月発注分を含めた

23 年度発注分 185 件を対象に提出資料についての質疑を行った。9 月２６日の委員会では、本件に係

る課題、改善点について委員会討議を行い、9 月 28 日の委員会で、その意見集約を行った。 

そして、10 月 1 日開催された本会議において、私より事務検査についての報告を申し上げ、南部都市・

公園管理事務所における不適正事務処理についての調査はひとまず幕を閉じることになった。 

≪詳細は裏面へ≫ 
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事務検査に向けた資料請求項目 
 

１．南部都市・公園管理事務所における平成 23 年度施設 

修繕の一覧 

（件名・履行場所・履行期間・契約金額契約相手方） 

２．予算積算基礎 

３．歳出予算執行状況票 

４．月別歳出予算執行状況票 

５．施設修繕発注分の台帳 

６．支出負担行為に関する書類 

７．契約に関する書類（契約書、着手届、現場代理人通知、履歴書

等） 

８．完了検査に関する書類（施設修繕完了報告書等） 

９．支出に関する書類（支出命令書） 

上記9項目の資料提示を求め事務検査が行われた。 

http://sakamoto-katsumi.net/


南部都市･公園管理事務所における不適正な事務処理の検査報告 
 

○執行部からの報告及び書類検査で明らかになったこと 

・ 南部都市・公園管理事務所における平成 23 年度施設修繕は全部で 185 件であった。 

・ 施設修繕請負契約基準約款などの規定に合わない手続きで事務処理されたものは 185 件であった。 

・ 施設修繕の入札にあたり、予定価格書を作成せずに入札が執行されているものは 179 件であった。 

・ 施設修繕の入札にあたり、入札・見積結果表が作成されていないものは 164 件であった。 

・ 請負金額 100 万円未満の修繕のうち、施設修繕契約の金額が99 万 7500 円のものが 81 件あった。 

・ 修繕が契約履行期限までに完了せず、また繰越し手続き 

を行わずに事業を継続したものは 65 件であった。 

・ 契約前に先行して修繕を実施したものは 29 件であった。 

 

 

○質疑を通して明らかになったこと 

・ 不適正な公印使用は組織的な問題であった。 

・ 庶務、公園委託業務事務処理、指定管理者管理経費の 

・ 積算などの業務を担当職員一人に任せていた。         委員会で事務検査にあたる阪本 

・ 平成 23 年度の 12 月において、予算の執行率が 34％にもかかわらず、業務分担の見直しなど人員

配置の対処がなされていなかった。 

・ 99 万 7,500 円の施設修繕が 81 件も生じていることについては、修繕金額に応じて事務手続きが

異なり、その分期間を要することから、期間短縮を第一と考えた担当職員が講じた手段だった。 

・ FIFA 女子ワールドカップ開催に向けた条件整備のため、想定以上に施設修繕が求められた。 

 

 

○委員会での意見 

・ 修繕請負代金は市民の血税で支払っているという意識の欠如、当事者意識の欠落である。 

・ 長年にわたる組織体制のマンネリ化によるたるみ、責任意識の希薄さが主要因である。 

・ 台帳管理や支払に関して、業務システムの構築と財務会計システムの向上を図り、ヒューマンエラー

をシステムで防ぐ手立てが必要である。 

 

 

○改善すべき点 

・ 職員のコンプライアンス意識の醸成及び 

法令厳守の徹底を図ること。 

・ 組織内の事務分担について再構築を図ること。 

・ 技術系職員の適正配置。 

・ 年次進行管理を徹底し、平準化を図ること。          本会議にて委員長報告を行う阪本 

 

今般の不適正な事務処理問題は、市民の信頼を著しく損ねた重大な問題である。 

市長におかれましては、そのことを真摯に受け止め、最大限のリーダーシップを発揮して、市民の信頼

回復、再発防止に取り組んでいただくことを強く要望する。          ≪委員長報告抜粋≫ 

 

 


